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 グループホームふれあい園 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

（介護予防）短期利用共同生活介護 

重要事項説明書 

 

当事業所はご利用者に対し、（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスおよび短期利用共同生

活介護サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、利用上のご注意いただきたい

ことを次の通りご説明します。 

 

１ 施設経営法人 

  （１）法人名      医療法人 豊寿会 

  （２）法人所在地    宮崎県西諸県郡高原町大字西麓１７３番地３ 

  （３）電話番号     TEL （０９８４）４２‐２０００ 

              FAX （０９８４）４２‐４７６２ 

  （４）代表者氏名    理事長  川井田 繁 

  （５）設立年月日    平成２年２月２日 

  （６）ホームページ   http://kawaidaiinn.gouketu.com 

 

２ 事業所の概要 

（１）グループホームの名称等 

名称 グループホームふれあい園 

所在地 宮崎県都城市高崎町東霧島７５２番地３ 

介護保険指定番号 ４５９０２０００７９ 

 

（２）グループホーム職員体制 

 常勤 非常勤 兼務 計 

管理者   ２ ２ 

計画作成担当者   ２ ２ 

介護職員 １０ ５ ２ １７ 

   ※計画作成担当者１名は介護支援専門員 

令和 7年 12月 1日現在 

職員の資格 

   介護支援専門員   ２名    介護福祉士   ４名    ヘルパー２級 ４名 

http://kawaidaiinn.gouketu.com/
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（３）設備の概要（面積は１ユニットあたり） 

定 員 ２ユニット１８人（全室１人部屋） 居室面積 9.10㎡ 

多目的室 27.36㎡ 食 堂 54.59㎡ 

浴 室 5.0㎡   

 

３ 利用対象者 

 当事業所を利用できるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果、入居時におい

て「要支援２および要介護」と認定され、医師から認知症診断された方が対象となります。 

 また、利用時において「要介護」の認定を受けておられる利用者であっても、将来「要支援２及

び要介護」認定者でなくなった場合には、退居していただくことになります。 

 

４ 事業目的および運営方針 

（１）事業の目的 

医療法人豊寿会（以下「事業者」という）が開設する（介護予防）認知症対応型共同生活介

護及び短期利用共同生活介護グループホームふれあい園(以下｢事業所｣という)が行う（介護予

防）認知症対応型共同生活介護事業及び短期利用共同生活介護事業（以下｢事業｣という）の適

正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護従事者が要介

護状態にある高齢者に対して適正な（介護予防）認知症対応型共同生活介護及び短期利用共同

生活介護を提供することを目的とします。 

 

（２）運営の方針 

    （介護予防）認知症対応型共同生活介護及び短期利用共同生活介護の事業は、要介護者であ

って認知症の状態にあるものについて、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他

の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるように支援します。 

 

５ 利用料金 

 

   （１）下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付

費額を除いた金額が自己負担額となります。（サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度

に応じて異なります。） 

 

 ・認知症対応型共同生活介護費 介護予防認知症対応型共同生活介護費 

 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ご利用者要介護度別の

１日のサービス基本料

金（１割自己負担） 

７４９円 ７５３円 ７８８円 ８１２円 ８２８円 ８４５円 
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 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ご利用者要介護度別の

１日のサービス基本料

金（２割自己負担） 

1498 円 1506 円 1576 円 1624 円 1656 円 1690 円 

 

 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ご利用者要介護度別の

１日のサービス基本料

金（３割自己負担） 

2,247 円 2,259 円 2,364 円 2,436 円 2,484 円 2,535 円 

 

   ＊基本料金に追加する介護保険加算（１割負担） 

  ＊基本料金に追加する介護保険加算（１割負担の場合） 

  ① 初期加算   

３０円（１日）  入居してから３０日以内の期間について算定。 

  ② 医療連携体制加算Ⅰハ（介護予防は除く） 

     ３９円（１日）  協力医療機関看護師との連携・２４時間連絡体制を確保している場合に

算定。 

    ③ 協力医療機関連携加算Ⅰ 

    １００円（１月）  １．入所者等の病状が急変した場合等において、協力医療機関の医師ま

たは看護職員が相談対応を行う体制を常時確保 

              ２．当施設や入所者ご家族からの診療の求めがあった場合において、診

療を行う体制を常時確保 

④ 退居時情報提供加算 

     ２５０円（１人） 医療機関へ入院又は退所する入所者等について紹介する際に、同意を得

て当該入所者等の心身の状況、生活歴を示す情報を提供した場合に算定 

  ⑤ 看取り介護加算（介護予防は除く） 

   ７２円（１日）  亡くなられた日以前 31 日から 45 日までを算定 

     １４４円（１日） 亡くなられた日以前４日から３０日までとして算定。 

     ６８０円（１日） 亡くなられた前日及び前々日に算定。 

     １２８０円（１日）亡くなられた日に算定。 

  ⑥ 認知症ケア加算Ⅰ   

      ３円（１日）  認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対し算定（ショートステイ以外） 

  ⑦ 若年性認知利用者受入加算 

     １２０円（１日） ６５歳以下の若年性認知症利用者に対して算定。 

  ⑧ 利用者の入院期間中の体制 

     ２４６円（１日） 利用者が入院中にお部屋の確保を望まれる時（最長６日まで） 
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⑨ 介護職員処遇改善加算Ⅰ 総単位数の１１．１％ 

   ＊２割負担の方は上記料金の２倍 ３割負担の方は上記料金の３倍  

  ⑩ 介護職員等ベースアップ等支援加算 総単位数の２．３％ 

   ＊２割負担の方は上記料金の２倍 ３割負担の方は上記料金の３倍 

   ＊⑨⑩は令和 6 年 6 月 1 日に 1 つになり介護職員等処遇改善加算Ⅲ １５．５％になります。 

・短期利用共同生活介護（ショートステイ） 

 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ご利用雄者要介護度別

の１日のサービス基本

料金（１割自己負担） 

７７７円 ７８１円 ８１７円 ８４１円 ８５８円 ８７４円 

 

 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ご利用雄者要介護度別

の１日のサービス基本

料金（２割自己負担） 

1554 円 1562 円 1634 円 1682 円 1716 円 1748 円 

 

 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ご利用雄者要介護度別

の１日のサービス基本

料金（３割自己負担） 

2,331 円 2,343 円 2,451 円 2,523 円 2,574 円 2,622 円 

 

  〇 要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いただきます。 

認定を受けた後、後日介護保険から払い戻しされます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご 

利用者が保険給付の介護保険からの給付額に変更があった場合、ご利用者の負担額を変更しま 

す。 

   （２）その他の利用料金 

① 食材料費等 １日 

    朝食 ２６０円  昼食 ４６０円  夕食 ４６０円 

② 部屋代    １日 ７５０円 

  ③ 水道光熱費  １日 ３５０円 

  ④ 日常生活費 

     理美容代、オムツ代、医療費など個人的に利用されたものは実費精算で自己負担となります。 

  ⑤ 通院同行費 

     病院受診は、川井田医院以外の受診についてはご家族に対応をお願いいたしますが、やむを

得ない事情により受診に同行できない場合は、当事業所で通院同行費をお支払いただいて対応

できる場合があります。 
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サービス利用料金表（３０日あたり） 

介護度 介護保険１割負担 食材料費 部屋代 水光熱費 合計 

要支援 2 ２６，６９２円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 ９５，０９２円 

１ ２７，９３８円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 ９６，３３８円 

２ ２９，１２８円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 ９７，５２８円 

３ ２９，９４５円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 ９８，３４５円 

４ ３０，４８９円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 ９８，８８９円 

５ ３１，０６８円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 ９９，４６８円 

 

介護度 介護保険 2 割負担 食材料費 部屋代 水光熱費 合計 

要支援 2 ５３，３８４円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 121,784 円 

１ ５５，８７６円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 124,276 円 

２ ５８，２５６円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 126,656 円 

３ ５９，８９０円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 128,290 円 

４ ６０，９７８円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 129,378 円 

５ ６２，１３６円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 130,536 円 

 

介護度 介護保険 3 割負担 食材料費 部屋代 水光熱費 合計 

要支援 2 ８０，０７６円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 148,476 円 

１ ８３，８１４円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 152,214 円 

２ ８７，３８４円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 158,235 円 

３ ８９，８３５円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 158,235 円 

４ ９１，４６７円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 159,867 円 

５ ９３，２０４円 ３５，４００円 ２２，５００円 １０，５００円 161,604 円 

＊介護保険負担に初期加算、医療連携加算、協力医療機関連携加算、認知症ケア加算が含まれています。 

 

  〇 食材料費については、外泊、外出等で欠食した分の料金を差し引きます。欠食を伴う外泊、外

出は３日前までにお知らせください。急な外泊、外出の場合欠食扱いにならないことがありま

す。 

  〇 ご利用者が介護保険料に未納がある場合には、自己負担額については上記表と異なることがあ

ります。 

 

   （３）お支払方法 

      前記(１)、(２)の料金・費用（短期利用共同生活介護は除く）は、１か月ごとに計算し、ご

請求しますので、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払ください。（１か月に満た

ない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 
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ア．窓口での現金支払 

イ．下記指定口座への振り込み 

         宮崎銀行 高原支店 普通預金 ４４９０３ 

         口座名義 グループホーム ふれあい園 理事長 川井田 繁 

（４）利用料金の変更 

      介護保険の改正による場合や、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合は、利

用料金を相当な額に変更することがあります。その際には事前に変更の内容と変更する事由

について、変更を行う１か月前までに説明いたします。 

 

６ 協力医療機関 

協力医療機関 医療法人豊寿会川井田医院 

宮崎県西諸県郡高原町大字西麓１７３番地３ TEL0984－42－2000 

診療科目 内科・外科・胃腸科・各種健康診断及びドック  

協力歯科医療機関 中崎歯科医院  

宮崎県都城市高崎町大牟田１９５０ TEL 0986-62－5030 

診療科目 歯科 

   ＊川井田医院以外の病院にかかる場合は、ご家族に送迎、付き添い対応をお願いします。また、

緊急の場合にも、ご家族の対応をお願いします。 

 

７ 施設を退居していただく場合（利用の終了について） 

   下記の事項に該当するに至った場合には、当事業所との利用同意は終了し、ご利用者に退居して

いただくことになります。 

① 要介護認定によりご利用者が「非該当（自立）又は「要支援１」と判定された場合。 

② 事業者が破産した場合またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合。 

③ 事業者の滅失により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合。 

④ 当事業者が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合。 

⑤ ご利用者から退居の申し出があった場合。（詳細は（１）をご参照下さい。） 

⑥ 事業者から退居の申し出を行った場合。（詳細は（２）をご参照下さい。） 

 

（１）ご利用者からの退居の申し出（中途解約・利用解除） 

  利用の有効期間内であっても、ご利用者から当事業所に退居を申し出ることができます。その

場合には、退居を希望する日の７日前までに解約の申し出をお願いします。ただし、下記の場合

には、即時に利用を解約・解除し、退居することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。 

② 事業所の運営規程の変更に同意できない場合。 

③ ご利用者が入院された場合 

④ 事業者若しくはサービス従事者が正当な理由なく重要事項説明書に定める認知症対応型共同生
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活介護サービスを実施しない場合。 

⑤ 事業者若しくはサービス従事者が、個人情報保護法上の守秘義務に違反した場合。 

⑥ 事業者若しくはサービス従事者が故意または過失によりご利用者の身体・財物・信用等を傷つ

け、若しくは著しい不信行為、その他重大な事情が認められる場合。 

⑦ 他の利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合、若しくは傷つける具体的な恐れ

がある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。 

 

（２）事業者からの申し出により退居していただく場合（利用解除） 

   下記の事項に該当する場合には、当事業所からの退居していただくことがあります。 

① ご利用者が、利用同意締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれ

を告げず、又は不実の告知を行い、その結果利用を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

② ご利用者が介護老人福祉施設もしくは介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医

療施設に入院した場合。 

③ ご利用者の行動が他の利用者やサービス従事者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼす恐れ

があり、あるいは、利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、本利用を継続しがたい重大な事

情が生じた場合。 

④ ご利用者の心身の状況が低下したために、他の利用者の生命、身体、健康にかかわるサービス

に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、ご利用者、ご家族と協議の上、同意を得て退居し

ていただくことがあります。 

⑤ ご利用者が心身の安全、生命の保護のために、当事業所の行っている通常のサービス（介護保

険外サービスも含む）以外のサービスを必要とする場合で、当施設がこれを提供することが著

しく困難である場合には、ご利用者、ご家族と協議の上、同意を得て退居していただくことが

あります。 

⑥ ご利用者が認知症対応型共同生活介護サービスを受けるにあたり、（介護予防）認知症対応型共

同生活介護計画（以下「介護計画」という）にご利用者及びご家族の協力が得られず、介護計

画の作成が困難である場合には、ご利用者、ご家族と協議の上、同意を得て退居していただく

ことがあります。 

⑦ ご利用者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、

又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

⑧ グループホームふれあい園（介護予防）認知症対応型共同生活介護利用契約書第７条に基づき

ご利用者が事業者に支払うべきグループホームサービスの利用料金を３ヶ月以上滞納し、相当

期間を定めて催促したにもかかわらず、その期限までに支払われない場合。 

  ＊利用者が病院等に入院された場合の対応については、別紙医療連携体制加算に関する指針の通り

です。 
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（３）円滑な退居のために 

    ご利用者が当事業所を退居する場合には、ご利用者の希望により、事業者はご利用者の心身の

状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居の為に必要な以下の援助をご利用者に対して速

やかに行います。 

    また、事業者からの解除による退居の場合にも、相応の努力をいたします。 

・ 病院もしくは診療所または介護老人福祉施設等の紹介 

・ 居宅介護支援事業者の紹介 

・ その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

（４）退去の確定 

    退去はご利用者の残置品の引取りが終了した日をもって退去日とさせていただきます。 

    サービスが終了していても、退去日までは部屋代が発生します。 

 

８ 保証人 

（１）サービス利用同意にあたり、保証人をお願いすることになります。 

（２）保証人には、これまで最も身近にいて、ご利用者のお世話をされてきた家族や親族に就任してい

ただくのが望ましいと考えておりますが、必ずしも、これらの方に限りません。 

（３）保証人は、ご利用者の利用料等の経済的な債務については、利用者と連帯して、その債務の履行

義務を負うことになります。 

   また、こればかりではなく、ご利用者が医療機関に入院する場合や当事業所から退居する場合に

おいては、その手続きを円滑に遂行するために必要な事務処理や費用負担などを行い、更には、当

事業所と協力、連携して退居後のご利用者の受入先を確保するなどの責任を負うことになります。 

（４）ご利用者が入居中に死亡した場合においては、そのご遺体や残置品の引取り等の処理についても、

保証人がその責任で行う必要があります。 

   また、ご利用者が死亡されていない場合でも、入居利用が終了した後、当事業所に残したご利用

者の残置物をご利用者自身が引き取れない場合には、保証人にこれを引き取っていただく場合があ

ります。 

   これらの引取り等の処理にかかる費用については、ご利用者または保証人にご負担いただくこと

になります。 

（５）保証人が死亡されたり、破産宣告を受けた場合には、事業者は、新たな保証人を立てていただき

ます。ただし、社会通念上、保証人を立てることが出来ないと認められる場合にはこの限りではあ

りません。 
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９ サービス内容に関する相談・苦情 

① 当事業所における苦情相談窓口 

苦情解決責任者    川井田 繁  〔職名〕医療法人豊寿会 理事長 

窓口担当者  田中 亨美 

電   話  （０９８６）６２‐２３４０ 

② その他苦情受付機関 

・都城市健康部介護保険課  

 宮崎県都城市姫城町６街区２１号 

TEL 0986-23-2114  FAX 0986-23-2143 

・山之口総合支所地域生活課 TEL 0986-57-3111 

・高城総合支所市地域活課  TEL 0986-58-2311 

・山田総合支所市地域活課  TEL 0986-64-1111 

・高崎総合支所市地域活課  TEL 0986-62-1111 

・宮崎県国民健康保険団体連合会介護サービス相談係  

       宮崎県宮崎市下原町２３９１番地１ 

      TEL 0985－35－5301    FAX 0985－25－0268 

 

10 非常災害対策 

・防災時の対応  消防計画等に基づいて行います。 

    ・防災設備    消火器、避難誘導灯の設置 

    ・防災訓練    少なくとも年２回以上 

    ・防災責任者   田中 亨美 

 

11 利用にあたっての留意事項 

    当事業所のご利用にあたって、入居されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性

を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）面会 

   面会時間は、午前９時～午後８時です。他のご利用者に迷惑のかからないようにお願いします。 

（２）外出・外泊 

   外出、外泊をされる場合は、３日前までにお申し出下さい。緊急やむを得ない場合にはこの限り

ではありません。 

（３）施設・設備の使用上の注意 

   ・居室及び教養施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

   ・故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚し

たりした場合には、ご利用者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお

支払いただく場合があります。 

   ・ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、
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ご利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることが出来るものとします。ただし、その場

合、ご本人のプライバシー等の保護について十分な配慮を行います。 

   ・当事業所の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動など 

を行うことはできません。 

 

（４）飲酒、喫煙 

   当事業所敷地内での飲酒、喫煙はできません。 

（５）ペット 

   禁止させていただきます。 

 

12 事故発生時の対応 

    サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに保険者、ご利用者のご家族等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じます。 

 

13 賠償責任 

（１）当事業所において、サービス提供に伴い事業所の責めに帰すべき事由によりご利用者の生命・身

体・財産に損害を及ぼしたときは、ご利用者に対してその損害を賠償します。 

（２）ご利用者及び保証人は、サービスの利用にともなって、ご利用者又は保証人の責めに帰すべき事

由により、他のご利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償します。 

 

14 個人情報の取り扱いについて 

   医療法人豊寿会の定める個人情報の保護に関する規則、及び個人情報の利用目的に則ります。 

   当事業所とその職員は、業務上知り得た利用者又は保証人もしくはその家族に関する秘密を、正

当な理由なく第三者へ漏らしません。これは職員の退職後も同様です。 

   なお、個人情報の利用に際しては、予めご利用者もしくは保証人に同意を得た上で使用します。 

 

15 運営推進会議について 

当事業所では２ヶ月に１回以上、運営推進会議を開き、活動状況を報告し、運営推進会議による

評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けております。 

   運営推進会議での報告、評価、要望、助言等については記録を作成するとともに、それを公表し

ます。 
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（介護予防）認知症対応型共同生活介護及び（介護予防）短期利用共同生活介護の提供

開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。 

 

 

令和   年   月   日 

 

事業所所在地  宮崎県都城市高崎町東霧島７５２番地３ 

 

名 称  グループホームふれあい園 

 

 

説明者氏名                 印 

 

 

私は、本書面により、事業者から（介護予防）認知症対応型共同生活介護及び 

（介護予防）短期利用共同生活介護についての重要事項の説明を受け、サービスの 

提供開始に同意します。 

 

令和   年   月   日 

 

利用者  住 所 

 

氏 名                 印 

 

 

保証人１ 住 所 

 

氏 名                 印 

 

（続柄            ） 

 

保証人２ 住 所 

 

氏 名                 印 

 

（続柄            ） 


